
□ 都市公園内行為許可申請書  

□有料公園施設使用許可申請書  

                                                 16年7月22日  

 酒々井町長          殿              〒285-8510 

                                         住 所印旛郡酒々井町中央台4-11 
                      申請者  氏 名酒々井 太郎 
                           連絡先043-496-1171 

                  第３条第２項                 都市公園内  

  酒々井町都市公園条例      の規定により、下記のとおり     における 
            第７条第２項             有料公園施設 
 行為 
   の許可を申請します 
  使用 
 【第３条第２項】                     記  

  
１．行 為 の 目 的 

  
 グランドゴルフ 

 

   自：   １６年 ７ 月 ２２ 日     時  
 ２．行 為 の 期 間   
   至：     年   月    日     時  

  
３．都市公園の名称 

 
中央台    公 園 

 

    行 為 の 場 所           多目的グランド  
 ４．  （１）総合公園          （２）その他街区公園  
    又は公園施設           多目的広場  

  
５．行 為 の 内 容 

 
 グランドゴルフ 

 

  
６．使 用 料 

 
 免除 

 

 その他参考と   
 ７．   
 なるべき事項   

 【第７条第２項】（ 野球場・球技場・テニスコ－ト用申請 ） 
  
１．使 用 施 設 名 

 
野球場    ・  球技場    ・ テニスコ－ト 

 

  
２．使 用 期 日 

 
年  月  日   年  月  日   年  月  日 

 

    午前   午前   午前  
   自：  時   分  自：  時   分  自：  時   分  
 ３．使 用 時 間   午後   午後   午後  
    午前   午前   午前  
   至：  時   分  至：  時   分  至：  時   分  
    午後   午後   午後  

  
４．使 用 区 分 

 一般 高・大学生 
 

 一般 高・大学生 
 

 一般 高・大学生 
 

 

  小・中学生 小・中学生 小・中学生  
            

  
５．使 用 人 数 

 
           名 

 
          名 

 
          名 

 

  
６．使 用 料 

 
           円 

 
          円 

 
          円 

 

 ７．ナイタ－使用   □有   □無   □有   □無   □有   □無  

      
 ８．そ の 他     
      

 



□ 都市公園内行為許可申請書  

□有料公園施設使用許可申請書  

                                                 16年7月22日  

 酒々井町長          殿              〒285-8510 

                                         住 所印旛郡酒々井町中央台4-11 
                      申請者  氏 名酒々井 太郎 
                           連絡先043-496-1171 

                  第３条第２項                 都市公園内  

  酒々井町都市公園条例      の規定により、下記のとおり     における 
            第７条第２項             有料公園施設 
 行為 
   の許可を申請します 
  使用 
 【第３条第２項】                     記  

  
１．行 為 の 目 的 

   

   自：     年   月  日     時  
 ２．行 為 の 期 間   
   至：     年   月  日     時  

  
３．都市公園の名称 

 
公 園 

 

    行 為 の 場 所           多目的グランド  
 ４．  （１）総合公園          （２）その他街区公園  
    又は公園施設           多目的広場  

  
５．行 為 の 内 容 

  

  
６．使 用 料 

  

 その他参考と   
 ７．   
 なるべき事項   

 【第７条第２項】（ 野球場・球技場・テニスコ－ト用申請 ） 
  
１．使 用 施 設 名 

 
野球場    ・  球技場    ・ テニスコ－ト 

 

  
２．使 用 期 日 

 
16年 7 月 22 日   年  月  日   年  月  日 

 

    午前   午前   午前  
   自： 6時 00分  自：  時   分  自：  時   分  
 ３．使 用 時 間   午後   午後   午後  
    午前   午前   午前  
   至： 8時 30分  至：  時   分  至：  時   分  
    午後   午後   午後  

  
４．使 用 区 分 

 一般 高・大学生 
 

 一般 高・大学生 
 

 一般 高・大学生 
 

 

  小・中学生 小・中学生 小・中学生  
            

  
５．使 用 人 数 

 
         50  名 

 
          名 

 
          名 

 

  
６．使 用 料 

 
        400  円 

 
          円 

 
          円 

 

 ７．ナイタ－使用   □有   □無   □有   □無   □有   □無  

      
 ８．そ の 他     
      

 


